
 

「ビールの日」とは 

日本地ビール協会を中心とする「地ビールの日選考委員会」によっ

て、１９９９年に定められました。この日は、１５１６年にバイエルン公国

(現在のドイツ南部)で、ビールとは何かを定めた「ビール純粋令」が

施行された日で、現在のドイツでも「ビールの日」となっております。 
 

「ビールの日」シャトルバスのご案内 

 

 年に 1 度の「ビールの日」に、十和田市民文化センターD51前と奥入瀬麦酒館の間で「無料シャトルバス」を運行いたします。 

（1往復のみ）奥入瀬麦酒館をご利用のお客様は、お気軽にご利用ください。 

なお、バスの席数（40 席）には限りがございますので、満席の際はご容赦願います。シャトルバスご利用のお客様はお問合せ確認お

願いします。 
 

・シャトルバス 「奥入瀬ろまんパーク号」（40 席） 
 

・行き  十和田市民文化センターD51前 18：30 出発 
 

・帰り  奥入瀬麦酒館 21：15 出発 
 

※奥入瀬麦酒館をご利用のお客様に限りご乗車いただけます。 

※指定場所以外からのご乗車につきましては、固くお断りさせていただきます。 

※道路状況により、到着予定時刻に遅れる場合がございます。 

※車内は、全席禁煙です。 


